
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
七
号

計
量
法
施
行
令
附
則
第
四
条
、
第
五
条
及
び
附
則
別
表
第
四
の
規
定
に
基
づ
く
質
量
計
に
係
る
経
過
措
置
に

関
す
る
省
令

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

及
び
附
則
別
表
第
四
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
及
び
同
令
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定

を
実
施
す
る
た
め
、
計
量
法
施
行
令
附
則
第
四
条
、
第
五
条
及
び
附
則
別
表
第
四
の
規
定
に
基
づ
く
質
量
計
に
係
る

経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
追
加
非
自
動
は
か
り
に
係
る
届
出
事
項
等
）

第
一
条
　
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
二
項
に

規
定
す
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
非
自
動
は
か
り
を
使
用
す
る
場
所

三
　
当
該
非
自
動
は
か
り
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
種
類

ロ
　
製
造
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

ハ
　
型
式
又
は
製
造
番
号
（
器
物
番
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

ニ
　
ひ
ょ
う
量

ホ
　
目
量
又
は
感
量
（
以
下
「
目
量
等
」
と
い
う
。
）

（
届
出
済
証
）

第
二
条
　
令
附
則
第
四
条
第
三
項
の
届
出
済
証
は
、
次
に
掲
げ
る
形
状
、
方
法
及
び
大
き
さ
に
よ
り
付
す
る
も
の
と

す
る
。

一
　
届
出
済
証
の
形
状
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
　
届
出
済
証
は
、
は
り
付
け
印
と
す
る
。

三
　
届
出
済
証
の
大
き
さ
は
直
径
が
三
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
円
形
と
す
る
。

２
　
届
出
済
証
を
付
す
る
非
自
動
は
か
り
の
部
分
は
、
当
該
非
自
動
は
か
り
の
見
や
す
い
箇
所
と
す
る
。

（
令
附
則
第
五
条
の
質
量
計
）

第
三
条
　
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り
（
定
量
お
も
り

及
び
定
量
増
お
も
り
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
令
第
二
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
非
自
動
は
か
り
（
令
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
検
出
部
が
電
気
式
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（１）
　
電
気
抵
抗
線
式
は
か
り
で
あ
っ
て
、
懸
垂
式
の
も
の

（２）
　
電
気
抵
抗
線
式
は
か
り
（
（
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
三
ト
ン
以
下
の

も
の

（３）
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下

の
も
の

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（１）
　
ば
ね
式
指
示
は
か
り
で
あ
っ
て
、
懸
垂
式
の
も
の

（２）
　
ば
ね
式
指
示
は
か
り
（
（
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
下
の
も
の

（３）
　
台
手
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
三
ト
ン
以
下
の
も
の

（４）
　
棒
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

（５）
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
下
の
も
の

二
　
表
す
質
量
が
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
の
分
銅

三
　
お
も
り

（
検
定
済
み
質
量
計
の
所
持
の
届
出
）

第
四
条
　
令
附
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
の
届
出
製
造
事
業
者
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
届
出
修
理
事
業
者
又
は
法

第
五
十
二
条
の
販
売
事
業
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
非
自
動
は
か
り
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
種
類

（２）
　
製
造
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

（３）
　
型
式
又
は
製
造
番
号

（４）
　
ひ
ょ
う
量

（５）
　
目
量
等

ロ
　
分
銅
及
び
お
も
り
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
種
類

（２）
　
製
造
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

（３）
　
分
銅
に
あ
っ
て
は
表
す
質
量
、
お
も
り
に
あ
っ
て
は
掛
量

1



２
　
前
項
の
届
出
書
は
、
平
成
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
証
票
）

第
五
条
　
令
附
則
第
五
条
第
三
項
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
証
票
の
形
状
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
第
二
条
（
第
一
項
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
証
票
に
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
計
量
器
検
定

検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
四
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
項

の
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
方
法
及
び
箇
所
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
型
式
外
質
量
計
と
構
造
上
一
体
と
な
っ
た
器
具
等
）

第
六
条
　
令
附
則
別
表
第
四
第
二
号
ロ
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
器
具
、
機
械
又
は
装
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
自
動
搬
出
入
装
置

二
　
選
別
機
械

三
　
印
字
機
構

四
　
自
動
包
装
機
械
又
は
自
動
荷
造
機
械

五
　
金
銭
登
録
機
械
又
は
そ
の
類
似
の
機
械

六
　
医
療
用
又
は
医
療
関
連
器
具
、
機
械
又
は
装
置

七
　
前
各
号
に
類
す
る
器
具
、
機
械
又
は
装
置

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
三
日
通
商
産
業
省
令
第
二
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
１
（
第
１
条
関
係
）

様
式
第
２
（
第
４
条
関
係
）
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